
   
 
当院は、厚⽣労働⼤⾂の定める基準に基づいて診療を⾏っている保険医療機
関です。以下の内容について、関東信越厚⽣局へ届け出ております。 
 

施設基準届出⼀覧 
n 基本診療科の施設基準等に係る届出 

s 情報通信機器を⽤いた診療に係る基準 
s 医療 DX 推進体制整備加算・医療情報取得加算 

n 特掲診療科の施設基準に係る届出 
s ⼀般不妊治療管理料 
s ⽣殖補助医療管理料 1 
s 婦⼈科特定疾患治療管理料 
s 染⾊体検査の注 2 に規定する施設基準 
s 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 
s 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）8 

n 先進医療に関する届出 
s タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 
s 膜構造を⽤いた⽣理学的精⼦選択術 
s ヒアルロン酸を⽤いた⽣理学的精⼦選択術 
s 強拡⼤顕微鏡を⽤いた形態学的精⼦選択術 
s ⼦宮内膜刺激術 
s ⼦宮内膜擦過術 
s ⼆段階胚移植術 
s ⼦宮内膜受容能検査 1 
s ⼦宮内細菌叢検査 1 
s ⼦宮内細菌叢検査 2 
s 抗ネオセルフ抗体β2 グリコプロテインⅠ複合体抗体検査  

n 選定療養 
s 医療上必要があると認められない患者都合による精⼦の凍結⼜は融解 

 

選定療養・保険外負担に関する事項 
n 精⼦凍結の選定療養（⾃費）について 

体外受精・顕微授精に⽤いる事を⽬的として、精巣内精⼦採取術で得られ
た精⼦、⾼度乏精⼦症の⽅の精⼦を凍結保存する場合には健康保険が適⽤

厚⽣労働⼤⾂が定める掲⽰事項 



されますが、医療上必要があると認められない患者都合（男性パートナー
の単⾝赴任や出張等）による精⼦の凍結に関しては健康保険の適⽤外とな
ります。ただし、選定療養として保険診療中の⽅でも当院では、 
⾃⼰負担（税込 22,000 円／本）で施⾏することが可能です。 
 

n 後発医薬品のある先発医薬品（⻑期収載品）の選定療養について 
令和 6年 10 ⽉から後発医薬品のあるお薬で、先発医薬品の
処⽅を希望される場合は、特別の料⾦（先発医薬品と後発医
薬品の価格差の 1/4 相当の料⾦）が別途かかります。 

 （QR コード：厚⽣労働省ホームページ参照）                 

n 保険外負担⼀覧表 
名  称 ⾦額（円） 単 位 

⽀払証明書（⽉単位）          330  1 通 
不妊治療証明書（職場⽤）     3,300  1 通 
⺟性健康指導事項連絡カード        3,300  1 通 
特定不妊治療受診等証明書          3,300  1 通 
病院所定診断書/病院所定証明書        3,300  1 通 
⽣命保険通院証明書（診断書） 5,500 1 通 
⾵しんワクチン          7,700  1 回 
⿇しん⾵しん混合（MR）ワクチン         11,000  1 回 
院内採精室使⽤料 1,100 1 回 
精液運搬⽤保温器 2,800 1 個 

 
 

厚⽣労働省の定めた算定基準を満たしている加算等 
n 明細書発⾏体制について 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観
点から、領収書の発⾏の際に個別の診療報酬の算定項⽬の分かる明細書を
無料で発⾏しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の⾃⼰負
担のない⽅についても、明細書を無料で発⾏しております。 
明細書には、使⽤された薬剤の名称や⾏われた検査の名称が記載されます。 
その点を⼗分にご理解いただき、明細書の発⾏を希望されない⽅は、その
旨を会計窓⼝にてお申し出ください。 
 

n ⼀般名処⽅加算 
当院では、後発医薬品の使⽤促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向
けた取り組み等を実施しております。 
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、



薬剤の成分をもとにした⼀般名処⽅（※お薬の「商品名」ではなく、「有効
成分」を処⽅箋に記載すること）を⾏う場合があります。 ⼀般名処⽅に
よって特定の医薬品の供給が不⾜した場合であっても、患者様に必要な医
薬品が提供しやすくなります。 
 

n 情報通信機器を⽤いた診療について 
当院では、情報通信機器を⽤いた診療(オンライン診療)を⾏っております
が、初診時に当院ではオンライン診療の初診時に向精神薬（睡眠薬、抗不
安薬など）については指導に基づき処⽅は⾏いません。 
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